
被災者生活再建支援金申請フローチャート

①申請の流れ

【提出書類】 ① 被災者生活再建支援金支給申請書

② 住民票の原本

③ 建物り災証明書の原本 役場住民課で取得

④ 解体証明書 ※二本松事務所、各出張所で取得

⑤ 申請者の通帳の写し 　できるものもあります

解体しない 解体した場合

場合

【提出書類】① 被災者生活再建支援金支給申請書 　基礎支援金と同時に

② 申請者の通帳の写し 　申請する場合は不要です

③ 「建設・購入」の場合→契約書の写し

「補修」の場合→工事契約書の写し

「賃借」の場合→賃貸借契約書の写し

賃借のみ

H23.3.11現在 追加申請可

1人世帯　　　→単数世帯

2人以上の世帯→複数世帯

※１被害の程度が大規模半壊の場合、4通りの申請順があります。

（１）基礎（大規模半壊）→加算

（２）基礎（大規模半壊）→加算→基礎（半壊解体）

（３）基礎（大規模半壊）→基礎（半壊解体）→加算

（４）基礎（半壊解体）→加算

家屋のり災証明に記載された被害の程度

全壊 大規模半壊※１ 半壊

家屋の解体

基礎支援金の申請

全壊 大規模半壊 半壊解体

単数世帯 75万円　 単数世帯 37.5万円　 単数世帯 75万円　

複数世帯 100万円　 複数世帯 50万円　 複数世帯 100万円　

家屋の解体

基礎支援金の申請

半壊解体

単数世帯 37.5万円　

複数世帯 50万円　

加算支援金の申請

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借

単数世帯 150万円　 75万円　 37.5万円　

複数世帯 200万円　 100万円　 50万円　

   ※2 解体完了後、環境省のリストが送付されるまでかなりの時間を要します。

建設・購入

単数世帯 112.5万円　

150万円　複数世帯


